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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） － － 65,676 － －

経常利益（百万円） － － 1,421 － －

当期純利益（百万円） － － 1,494 － －

純資産額（百万円） － － 6,585 － －

総資産額（百万円） － － 44,121 － －

１株当たり純資産額（円） － － 183.85 － －

１株当たり当期純利益（円） － － 41.83 － －

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
－ － 41.65 － －

自己資本比率（％） － － 14.9 － －

自己資本利益率（％） － － 26.1 － －

株価収益率（倍） － － 7.1 － －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
－ － 3,862 － －

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
－ － 1,738 － －

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
－ － △3,040 － －

現金及び現金同等物の

期末残高（百万円）
－ － 8,882 － －

従業員数（人） － － 486 － －

　（注）１．第81期連結会計年度は、連結財務諸表を作成しているため記載している。第80期以前及び第82期以後について

は、連結財務諸表を作成していないため記載していない。

２. 売上高には、消費税等は含まれていない。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高（百万円） 56,043 66,256 65,651 68,975 64,093

経常利益（百万円） 756 954 1,429 1,986 1,475

当期純損益（百万円） 70 △1,764 1,087 1,895 △541

持分法を適用した場合の

投資利益（百万円）
－ － － － －

資本金（百万円） 4,269 4,277 4,288 4,291 4,294

発行済株式総数（千株） 35,577 35,707 35,840 35,882 35,912

純資産額（百万円） 6,526 5,135 6,458 7,527 6,560

総資産額（百万円） 37,795 36,743 43,842 35,039 33,264

１株当たり純資産額（円） 183.68 144.03 180.31 209.34 182.16

１株当たり配当額（円）

〔うち１株当たり中間配当額〕

（円）

－

〔－〕

－

    〔－〕

7.00

    〔－〕

7.00

〔－〕

7.00

〔－〕

１株当たり当期純損益（円） 1.99 △49.58 30.44 52.97 △15.12

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益（円）
1.98 － 30.31 52.67 －

自己資本比率（％） 17.3 14.0 14.7 21.4 19.6

自己資本利益率（％） 1.1 △30.3 18.8 27.2 △7.7

株価収益率（倍） 125.6 － 9.8 4.0 －

配当性向（％） － － 23.0 13.2 －

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
1,338 2,647 － △2,339 425

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
1,134 102 － 64 △47

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△3,266 △1,189 － △1,521 2,884

現金及び現金同等物の

期末残高（百万円）
4,732 6,292 － 5,079 8,341

従業員数（人） 476 479 486 509 517

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。

２．当期純損益については、第80期は固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上により大幅に減

少したものである。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第80期及び第83期はストックオプション制度を採用して

いるが、１株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。

４．純資産額の算定に当たり、第81期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号）を適用している。

５．第81期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高については、連結財

務諸表を作成しているので記載していない。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

 3/78



２【沿革】

昭和５年６月 第一相互住宅株式会社を設立。

昭和18年６月 第一建築株式会社に改称。

昭和24年11月 建設業法による建設大臣登録[イ]第3348号の登録。

昭和31年12月 第一建設工業株式会社に改称。

昭和38年４月 東京支店開設。

昭和38年６月 当社株式を東京・大阪証券取引所、市場第二部に上場。

昭和49年４月 建設業法の改正により、建設大臣許可（現　国土交通大臣許可）[特－49]第3844号を受ける。（以後

５年ごとに更新）

昭和56年５月 宅地建物取引業法による建設大臣免許（現　国土交通大臣免許）[１]第2936号を受ける。

（以後５年ごとに更新）

昭和57年１月 福岡営業所開設。（現　福岡支店）

昭和60年12月 竜野開発株式会社と合併し竜野開発事業所を開設。（現　赤とんぼ広場ショッピングセンター）

昭和63年10月 本社事務所を神戸市中央区に移転。札幌営業所開設。（現　札幌支店）

平成元年10月 株式会社イチケンに商号変更及び本店の所在の場所を神戸市中央区に変更。

平成元年10月 大阪営業所開設。（現　関西支店）

平成２年９月 当社株式を東京・大阪証券取引所、市場第一部に上場。

平成５年８月 ダイヤ建装株式会社の株式取得。

平成８年４月 本社事務所を東京都港区に移転。

平成12年２月 本社事務所を東京都台東区に移転。

平成19年10月 ダイヤ建装株式会社を吸収合併。

平成20年７月 本店の所在の場所を東京都台東区に変更。（現　東京本社）

平成20年11月 大阪証券取引所市場第一部、上場廃止。

３【事業の内容】

　当社は、建築・土木・内装仕上工事等の建設事業及び不動産事業を主な事業の内容としている。

　また、関連当事者である㈱マルハンはその他の関係会社である。

　当社の事業に係る位置付けは次のとおりである。

  建設事業　　　当社は総合建設業を営んでいる。

  不動産事業　　当社は不動産売買・賃貸事業等を営んでいる。

　事業の系統図は次のとおりである。
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４【関係会社の状況】

　関係会社は次のとおりである。

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（その他の関係会社）

㈱マルハン

     

京都市上京区   10,000 総合レジャー

施設の運営

被所有  32.87 当社に対し建設工事

の発注をしている。

役員の兼任　２名 

５【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在　

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

517 40.6 13.5 6,372,012

　（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれていない。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

(2) 労働組合の状況

　当社の従業員の組合は結成されていない。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業　績

  当事業年度のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機の世界的な拡大とともに欧米

の景気後退が深刻化するなかで、企業収益や雇用環境が悪化するなど景気は急速に後退いたしました。

　建設業界におきましては、公共投資の減少、企業収益の悪化に伴う民間設備投資の大幅な減少、住宅市場の低迷な

ど、大変厳しい経営環境となりました。

　このような状況のもと、当社はコア事業である「商業施設」の建築及び内改装工事等の受注拡大を引き続き推し

進めてまいりました。

　この結果、当事業年度の業績につきましては、受注高は前期比24.4％減の527億１千４百万円となりました。その内

訳は、建築工事99.0％、土木工事1.0％であります。売上高は前期比7.1％減の640億９千３百万円となりました。その内

訳は、建設事業が前期比7.0％減の632億１千６百万円、不動産事業が前期比12.1％減の８億７千７百万円でありま

す。このうち建設事業の売上高（完成工事高）の内訳は、建築工事99.0％、土木工事1.0％であります。次期への繰越

工事高は前期比22.5％減の362億５千万円となりました。その内訳は、建築工事99.9％、土木工事0.1％であります。

　損益につきましては、不動産市況悪化の影響等により完成工事高が減少したことなどから、営業利益は前期比

21.7％減の15億８千４百万円、経常利益は前期比25.7％減の14億７千５百万円となりました。

　また、取引先の経営破綻に伴う貸倒引当金繰入額15億３千７百万円などを特別損失に計上したことにより、当期純

利益は前期比24億３千７百万円減少し、当期純損失５億４千１百万円を計上することとなりました。

　（注）　「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

(2) キャッシュ・フローの状況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、４億２千５百万円の収支プラス（前年同期は23億３千９百万円の収支マ

イナス）となりました。主なプラス要因は、貸倒引当金の増加17億３千８百万円、売上債権の減少17億９千１百万

円、未成工事支出金の減少９億１千万円、主なマイナス要因は、仕入債務の減少28億７千１百万円、未成工事受入金

の減少８億８千万円、和解金の支払額２億５千万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、４千７百万円の収支マイナス（前年同期は６千４百万円の収支プラス）

となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却による収入５千１百万円、主なマイナス要因は投資有価証券

の取得による支出１億７百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、28億８千４百万円の収支プラス（前年同期は15億２千１百万円の収支マ

イナス）となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純増加額30億７千２百万円、長期借入れによる収入７億

円、社債の発行による収入５億３千７百万円、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出11億７千４百万

円、配当金の支払額２億４千９百万円であります。

　この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、83億４千１百万円（前年同期は50億７千９百万円）となりました。
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２【受注高、売上高及び手持工事高の状況】

(1) 受注工事高、売上高、繰越工事高及び施工高

  前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

種類別
前期繰越
工事高
（百万円）

当期受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

当期売上高
（百万円）

次期繰越工事高

当期施工高
（百万円）手持工事高

（百万円）

うち施工高

比率
（％）

金額
(百万円)

建設事業         

建築工事 44,792 69,235 114,028 67,425 46,602 18.3 8,519 69,855

土木工事 221 478 700 551 148 28.4 42 591

計 45,014 69,714 114,728 67,976 46,751 18.3 8,561 70,447

不動産事業 － － － 998 － － － －

合計 45,014 69,714 114,728 68,975 46,751 － 8,561 70,447

  当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

種類別
前期繰越
工事高
（百万円）

当期受注
工事高
（百万円）

計
（百万円）

当期売上高
（百万円）

次期繰越工事高

当期施工高
（百万円）手持工事高

（百万円）

うち施工高

比率
（％）

金額
(百万円)

建設事業         

建築工事 46,602 52,210 98,813 62,582 36,231 21.1 7,647 61,710

土木工事 148 504 652 633 19 24.9 4 596

計 46,751 52,714 99,466 63,216 36,250 21.1 7,652 62,306

不動産事業 － － － 877 － － － －

合計 46,751 52,714 99,466 64,093 36,250 － 7,652 62,306

　（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高に

その増減額を含む。したがって、当期売上高にもかかる増減額が含まれている。

２．次期繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものである。

３．当期施工高は（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致する。

(2) 受注工事高の受注方法別比率

  工事の受注方法は、特命と競争に大別される。

期別 区分 特命（％) 競争（％) 計（％)

前事業年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

建築工事 19.9 80.1 100

土木工事 40.2 59.8 100

当事業年度
（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

建築工事 26.7 73.3 100

土木工事 28.9 71.1 100

　（注）　百分比は請負金額比である。
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(3) 売上高

期別 区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

前事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

建設事業    

建築工事 1,053 66,372 67,425

土木工事 － 551 551

計 1,053 66,923 67,976

不動産事業 － 998 998

合計 1,053 67,921 68,975

当事業年度

（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

建設事業    

建築工事 2,114 60,467 62,582

土木工事 2 631 633

計 2,116 61,099 63,216

不動産事業 － 877 877

合計 2,116 61,976 64,093

　（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりである。

前事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

Ｃapita Ｒetail VS特定目的会社　  ビビットスクエアアトリウム他改修工事　

東昌リアライズ㈱  クラウンハイム土佐堀フラワーコート新築工事 

㈱ジョイント・コーポレーション  センター南駅前ビル新築工事

㈱マルハン  マルハン二十四軒店新築工事 

㈱ライフコーポレーション  ライフ西新井本町店新築工事

当事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

ＪＦＥ都市開発㈱　  ハーバシティ蘇我ＧＬＯＢＯ新築工事　

イズミヤ㈱  イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店新築工事　

住友不動産㈱　  ハイセレサ田無シティハウス新築工事　

成田国際空港㈱  第７貨物ビル新築工事　

㈱マルハン  マルハン柏林台店新築工事　

２．前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。

(4) 手持工事高（平成21年３月31日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

建築工事 3,308 32,923 36,231

土木工事 － 19 19

計 3,308 32,942 36,250

　（注）　手持工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりである。

芙蓉総合リース㈱　  （仮称）ティップネス宮前平新築工事　 平成21年９月完成予定

中央不動産㈱  （仮称）セントラル白楽プロジェクト新築工事　 平成21年10月完成予定　

東急不動産㈱  （仮称）ブランズ幕張新築工事　 平成22年３月完成予定　

防衛省　北関東防衛局  陸自木更津(19)整備場Ａ新設建築工事　 平成22年３月完成予定

伊藤忠都市開発㈱　  （仮称）クレヴィア吹田新築工事　 平成22年９月完成予定
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３【対処すべき課題】

建設業界におきましては、不動産市況の低迷、民間設備投資の減少などにより、今後も厳しい経営環境が続くものと

思われます。

　このような環境下において、当社といたしましては、経営の「選択と集中」を行い、特色のあるゼネコンを目指して

まいります。

　受注・価格競争が激化する厳しい経営環境において、当社は経営資源をコア事業である「商業施設」の建設事業に

集中し、品質の向上と人材の育成に取り組み、技術力や提案力を強化して、競争力のある「商業施設のイチケン」とし

て企業価値を高めてまいります。

　そのための重点施策といたしまして、「企画提案型営業の推進」、「購買力の向上」に引き続き取り組み、収益力の

向上に努めるとともに、「内装・改装・改修工事等、既存建物の価値向上を図る事業」を一層推進したいと考えてお

ります。

　さらに、内部統制システムの定着・強化により、信頼される企業を目指す所存であります。

４【事業等のリスク】

　当社の事業展開において想定されるリスクについて、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。当社としましては、これらのリスクの発生の可能性を考慮し、発生の回避及び発生した場合

の対応に十分な対処を行う方針であります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであるため、実際の結果と

異なる可能性があります。

(1) 受注環境と建設資材価格の動向による影響について

　「商業施設に強みを持ったオンリーワン企業」としての地位の確立を目指して、商業施設を中心に一般民間工事

の新規顧客の獲得と原価管理の強化による利益の向上に努めてまいる所存でありますが、不透明さを払拭できない

経済環境にあって、建設業界では厳しい受注競争が続くものと想定されることに加えて、急激な建設資材の高騰が、

今後の受注工事の中で請負金額に反映されない場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 取引先の信用リスクについて

　取引先に関する信用力や支払条件等の厳格な審査の実施に努めるとともに信用不安情報の早期収集等、可能な限

り信用リスクの最小化を図っておりますが、景気の減速や建設市場の縮小等により、発注者、協力業者等の取引先が

信用不安に陥った場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 工事代金の回収による影響について

　今後の事業計画におきまして、商業施設に経営資源を集中し住宅関連工事の選別受注の強化を図ってまいる所存

でありますが、住宅関連工事の一部に請負代金の全額回収までに通常よりも期間を要する工事が含まれ、キャッ

シュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 施工上の瑕疵等による影響について

　施工体制の強化を経営上の重点項目として捉え、品質管理に万全を期しておりますが、訴訟等により瑕疵担保責任

を追及され損害賠償が発生した場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 保有資産の時価等の変動による影響について

　有価証券・不動産・会員権等の資産を保有しており、これらの資産は将来において、時価の変動や使用状況等によ

り財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　特記事項はありません。

６【研究開発活動】

　建設事業及び不動産事業において、研究開発活動は特段行われておりません。
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７【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

当事業年度末の資産合計は332億６千４百万円、負債合計は267億３百万円、純資産合計は65億６千万円となり、前

事業年度末と比べて総資産は17億７千５百万円減少しました。

①流動資産

借入金の増及び社債の発行等により現金預金が32億６千２百万円増加し、売上高の減及び破産更生債権等への振

替等により完成工事未収入金が44億３千９百万円減少した結果、流動資産は前事業年度末と比べて18億３千１百万

円減少しました。

②固定資産

完成工事未収入金等からの破産更生債権等への振替17億４千２百万円の増加がある一方、これに対応する貸倒引

当金の設定による16億２千８百万円の減少があった結果、固定資産は前事業年度末と比べて５千６百万円増加しま

した。

③流動負債

工事出来高の減により支払手形が22億３千７百万円、工事未払金が６億３千３百万円、請負代金の受入高である

未成工事受入金が８億８千万円減少しました。一方、中間払等工事金の支払に対応するために、短期借入金が33億１

千８百万円増加した結果、流動負債は前事業年度末と比べて４億７千４百万円減少しました。

④固定負債

社債の発行による増加４億４千万円及び長期借入金の返済による減少７億２千１百万円であります。この結果、

固定負債は前事業年度末と比べて３億３千３百万円減少しました。

⑤純資産

第82期の配当金により２億５千万円減少し、当事業年度は純損失を５億４千１百万円計上することとなったた

め、利益剰余金が７億９千２百万円減少しました。

　さらに、株式の時価下落による株式含み益の減により評価・換算差額等が１億８千２百万円減少した結果、純資産

は前事業年度末と比べて９億６千６百万円減少しました。

(2) 経営成績の分析

経営成績については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。

受注高は、景気の急速な後退に伴い前事業年度に比べ24.4％減少し527億１千４百万円となりました。また、企業収

益の悪化による民間設備投資の減少は、当社のコア事業である「商業施設」の完成工事高を低下させることとな

り、売上高は、前事業年度に比べ7.1％減少し640億９千３百万円となりました。これにより売上総利益は、売上高と同

じく前事業年度に比べ7.1％（２億８千３百万円）減少し36億８千４百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、貸倒実績率の上昇に伴う貸倒引当金繰入額の増加２億４千１百万円が大きく影響し、

前事業年度に比べ8.0％（１億５千５百万円）増加となりました。これにより営業利益は、売上総利益の減少２億８

千３百万円と販売費及び一般管理費の増加１億５千５百万円により、前事業年度に比べ21.7％（４億３千９百万

円）減少し15億８千４百万円となりました。

　経常利益は、営業利益の減少４億３千９百万円と営業外収益の減少６千８百万円等により、前事業年度に比べ

25.7％（５億１千万円）減少し14億７千５百万円となりました。さらに取引先の経営破綻に伴う貸倒引当金繰入額

15億３千７百万円等の特別損失を21億７百万円計上しました結果、当期純利益は前事業年度に比べ24億３千７百万

円減少し、当期純損失５億４千１百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

  キャッシュ・フローの状況については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に

記載のとおりで、キャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

　 平成20年３月期 平成21年３月期　

 自己資本比率（％） 　　　21.4　　　　　　　　 19.6　

 時価ベースの自己資本比率（％）  　　　21.6 11.2　

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）         － 13.4　

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）         － 4.8　

（注）　自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

１．いずれの指標も財務数値により算出しております。

　　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

　　３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

　　４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。

５．平成20年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比

率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

（建設事業）

　特記事項なし。

（不動産事業）

　特記事項なし。

（注）「第３　設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

２【主要な設備の状況】
　 平成21年３月31日現在

事業所名
（所在地）

事業部門別の名称

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

摘要
建物
構築物

機械及び装置
車両運搬具
工具器具・備品

土地
合計

 面積（㎡） 金額

東京本社・東京支店

（東京都台東区）

建設事業

不動産事業
18 46 － － 65 261 (注)2

関西支店

（大阪市中央区）
建設事業 3 6 － － 9 182 (注)2

福岡支店

（福岡市博多区）
建設事業 1 9 － － 10 54 (注)2 

赤とんぼ広場ショッピング

センター

（兵庫県たつの市）

不動産事業 570 1
〔869〕

16,258
596 1,167 6 (注)3

札幌支店・名古屋営業所

他２営業所

（札幌市中央区他）

建設事業 1 1 － － 3 14 (注)2

その他 不動産事業 1,019 34
〔7,493〕

7,493
1,981 3,035 － (注)2.3.4

　（注）１．帳簿価額に建設仮勘定は含まない。

２．土地及び建物の一部を他の者から賃借している。賃借料は311百万円である。

３．土地（帳簿価額2,087百万円）及び建物（帳簿価額962百万円）の一部を他の者へ賃貸している。土地の面

積については、〔　〕内に内書きで示している。

４．その他の土地建物のうち賃貸中の主なもの

事業所名

（所在地）
土地（㎡） 建物（㎡）

グリーンコート東岩槻マンション

（さいたま市岩槻区）
1,483 2,382

メゾン・ド・カロー南平マンション

（東京都日野市）
826 1,125

パークノヴァ社口マンション

（名古屋市名東区）
291 502

グリーンコート新瑞マンション

（名古屋市南区）
1,885 1,741

グリーンコート京田辺マンション

（京都府京田辺市）
765 562

グリーンコート春木マンション

（大阪府岸和田市）
1,421 1,383

グリーンコート美園マンション

（和歌山県和歌山市）
819 1,228

５．リース契約による賃借設備のうち主なもの

事業所名

（所在地）
 事業部門別の名称 設備の内容 台数 リース期間

年間リース料
（百万円）

 東京本社他

（東京都台東区他） 

建設事業

不動産事業
コンピューター機器 一式 ３～５年間 26
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３【設備の新設、除却等の計画】

建設事業及び不動産事業において、重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 111,200,000

計 111,200,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年６月26日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,912,000 35,912,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株　

計 35,912,000 35,912,000 － －

　（注）１．提出日現在発行数には、平成21年６月１日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていない。

　　　　２．当社の株式は大阪証券取引所（市場第一部）に上場していたが、平成20年10月１日に上場廃止の申請を行い、同

年11月８日に上場廃止となっている。

（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを

平成16年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 112 112

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 112,000 112,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 175 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成21年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　 175

資本組入額　　　　88

同左

同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が権利行使時に

おいても当社又は当社の

関係会社の取締役、監査役

又は、従業員であることを

要する。相続人による権利

行使は認められない。その

他の条件は当社と被付与

者との間で締結する契約

に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取

締役会の承認を必要とす

る。

同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行
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することを平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

　
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 40 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000 40,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日から

平成37年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格      　　 1

資本組入額　　 　  1

同左

同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役

の地位を喪失した日の翌

日から３年間に限り権利

行使ができる。相続人によ

る権利行使は、新株予約権

発行後最初に発生した相

続の場合に限り認める。そ

の他の条件は当社と被付

与者との間で締結する契

約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取

締役会の承認を必要とす

る。

同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

③　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成18年６月29日の定時株主総会において決議されたもの。

　
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 40 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,000 40,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）   １株当たり　  　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成19年２月１日から

平成39年１月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）１

発行価格 　　　  337

資本組入額　　　 169

同左

同左
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事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の行使の条件　（注）２

被付与者が当社の取締役

の地位を喪失した日の翌

日から３年間に限り権利

行使ができる。相続人によ

る権利行使は、新株予約権

発行後最初に発生した相

続の場合に限り認める。そ

の他の条件は当社と被付

与者との間で締結する契

約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取

締役会の承認を必要とす

る。

同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

　（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額336円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額336円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしてい

る。

　  ２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。
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④　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成19年６月28日の定時株主総会において決議されたもの。

　
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 60 60

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）   １株当たり　  　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成20年６月25日から

平成39年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）１

発行価格 　　　  268

資本組入額　　　 134

同左

同左

新株予約権の行使の条件　（注）２

被付与者が当社の取締役

の地位を喪失した日の翌

日から３年間に限り権利

行使ができる。相続人によ

る権利行使は、新株予約権

発行後最初に発生した相

続の場合に限り認める。そ

の他の条件は当社と被付

与者との間で締結する契

約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取

締役会の承認を必要とす

る。

同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  －  －

　（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額267円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額267円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしてい

る。

　 ２. 平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の

取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日

の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。
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⑤　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成20年６月27日の定時株主総会において決議されたもの。

　
事業年度末現在

（平成21年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 60 60

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）   １株当たり　  　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成21年６月25日から

平成40年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）

発行価格 　　 　  102

資本組入額     　  51

同左

同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役

の地位を喪失した日の翌

日から１ヶ月間に限り権

利行使ができる。相続人に

よる権利行使は、新株予約

権発行後最初に発生した

相続の場合に限り認める。

その他の条件は当社と被

付与者との間で締結する

契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には取

締役会の承認を必要とす

る。

同左

代用払込みに関する事項 ―  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―  －

　（注）　発行価格は、新株予約権の払込金額101円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の

払込金額101円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

（３）【ライツプランの内容】

 該当事項なし。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千
円）

平成16年８月19日

（注）１
－ 35,200,000 － 4,241,800 △719,809 1,060,450

平成16年４月１日～

平成17年３月31日

（注）２

377,000 35,577,000 28,143 4,269,943 28,103 1,088,553

平成17年４月１日～

平成18年３月31日

（注）２　　　　

130,000 35,707,000 7,570 4,277,513 7,470 1,096,023

平成18年６月29日 

 （注）３ 
－ 35,707,000 － 4,277,513 △933,422 162,600

平成18年４月１日～

平成19年３月31日

  （注）２  

133,000 35,840,000 11,173 4,288,686 11,099 173,699

平成19年４月１日～

平成20年３月31日

  （注）２  

42,000 35,882,000 2,826 4,291,512 2,784 176,483

平成20年４月１日～

平成21年３月31日

  （注）２  

30,000 35,912,000 3,034 4,294,546 3,024 179,508

　（注）１．旧商法第289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものである。

 ２．新株予約権の行使による増加である。

 ３．資本準備金の減少は、欠損填補（平成18年６月29日開催の定時株主総会で決議）によるものである。

（５）【所有者別状況】

　 平成21年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数 1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） －　 22 27 56 21 － 3,480 3,606 －

所有株式数

（単元）
－　 5,375 351 13,588 406 － 16,003 35,723 189,000

所有株式数の

割合（％）
－　 15.04 0.98 38.04 1.14 － 44.80 100 －

　（注）１．自己株式82,595株は、「個人その他」に82単元、「単元未満株式の状況」に595株を含めて記載している。

　　　　２．証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に１単元含まれている。　
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（６）【大株主の状況】

　 平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社マルハン 京都市上京区出町通今出川上る青龍町231 11,714 32.61

株式会社サンヤマト 京都市南区久世東土川町20　 1,040 2.89

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１-８-11 1,034 2.87

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１-１-２ 996 2.77

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２-７-１ 790 2.19

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１-８-11 719 2.00

ニッセイ同和損害保険株式会社 大阪市北区西天満４-15-10 331 0.92

平田　敬人 福岡県鞍手郡小竹町 316 0.87

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２-11-３ 274 0.76

イチケン従業員持株会 東京都台東区北上野２-23-５ 272 0.75

計 － 17,486 48.69

　（注）　オデイ・アセット・マネジメント・エルエルピーから、平成17年11月２日付の大量保有報告書の写しの送付があ

り、平成17年10月31日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けている。当社として当事業年度末時点

における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

 株券等保有割合
 （％）

オデイ・アセット・マネジメント

・エルエルピー

（Odey Asset Management LLP）

 12 UPPER GROSVENOR STREET,LONDON,W１

K ２ND
1,978 5.56
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成21年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 82,000 － －　

完全議決権株式（その他） 普通株式 35,641,000 35,641 　－  

単元未満株式 普通株式　　189,000　 －
１単元（1,000株）

未満の株式  

発行済株式総数 35,912,000 － －

総株主の議決権 － 35,641 －

　（注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、全て当社保有の自己株式である。

２．完全議決権株式（その他）欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数１個）が含まれてい

る。

３．単元未満株式には、当社保有の自己株式595株が含まれている。

②【自己株式等】

　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数

 （株）

他人名義
所有株式数

 （株）

所有株式数
の合計

 （株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イチケン
東京都台東区北上

野２-23-５
82,000 － 82,000 0.23

計 － 82,000 － 82,000 0.23

（８）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は旧商法及び会社法に基づき、

下記対象者に付与することを、以下に掲げる日に開催された定時株主総会において決議されたものである。

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを

平成16年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　６　　従業員　41

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の①」に記載している

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行

することを平成17年６月29日の定時株主総会において特別決議されたもの。

決議年月日 平成17年６月29日
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付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　５　

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の②」に記載している

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

③　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

　　平成18年６月29日の定時株主総会において決議されたもの。

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４　

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の③」に記載している

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

④　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

　　平成19年６月28日の定時株主総会において決議されたもの。

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　６　

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の④」に記載している

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑤　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成20年６月27日の定時株主総会において決議されたもの。

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　５　

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑤」に記載している
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株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

⑥　会社法第361条第１項の規定に基づき、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを

平成21年６月26日の定時株主総会において決議されたもの。

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数

50,000株を総株数の上限とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の

算式により未行使の新株予約権の目的たる株式の数に

つき調整し、調整の結果生じる１株未満の株式について

はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　１

新株予約権の行使期間
当定時株主総会の翌日から20年間の期間内で、取締役会

の決議により決定する。

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から１ヶ月

間、かつ、権利行使期間内に限り新株予約権を行使できるものとする。

２．上記１．の定めにかかわらず、権利行使期間の満了する日の翌日の１ヶ月前の応答日に至るも権利行使開始

日を迎えなかった新株予約権者は、当該応答日から権利行使期間の満了する日までの期間において新株予約

権を行使できるものとする。

３．新株予約権の割当を受けた後、最初に開催される定時株主総会の終結の時までに取締役の地位を喪失した新

株予約権者は、その理由の如何にかかわらず、新株予約権を喪失するものとする。

４．新株予約権の一部の行使はできないものとする。

５．新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認め

られるものとする。

６．その他の権利行使に関する条件については、取締役会の決議により決定するものとする。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 9,974 1,397,138

当期間における取得自己株式 500 52,600

　（注）　当期間における取得自己株式には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取　り

による株式は含めていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他

（　　－　　）
－ － － －

保有自己株式数 82,595 － 83,095 －

　（注）　当期間における保有自己株式数には、平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含めていない。

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けておりますが、着実に収益を確保できる経営体質の基盤

構築に努めることにより、業績に裏づけられた配当を継続的に維持し、株主の利益を図ることを基本方針としており

ます。

  当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度（83期）の配当につきましては、取引先の破綻に伴う多額の貸倒引当金繰入額等の特別損失が発生した

結果、当期純損失を計上することとなりましたが、安定した配当の維持という基本方針に基づき、前事業年度と同じく

１株当たり７円の期末配当を行うことといたしました。これにより年間配当金は１株当たり７円となりました。　

　また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、安定した財務内容の堅持と競争

力を保持するために有効な投資をしてまいりたいと思います。

　なお、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。

 　 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当額

（円）

平成21年６月26日

定時株主総会決議
250 7.00
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第79期 第80期 第81期 第82期 第83期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円） 422 452 373 340 258

最低（円） 115 180 210 202 83

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高（円） 119 115 100 107 109 118

最低（円） 85 94 83 90 93 96

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
（千株）

代表取締役

社長

社長執行役員

（事業統括本部

長）

水野　憲雄 昭和22年８月24日生

昭和43年４月 大成建設㈱入社

平成13年４月 同社建築本部調達部長

平成15年４月 同社九州支店建築部長

平成17年７月 同社九州支店副支店長

平成19年１月 タイメック㈱専務執行役員海外調達部

長兼建材営業部長

平成19年６月 当社入社顧問 

平成19年６月 当社取締役、専務執行役員（ＭＰ事業

担当）

平成20年４月 当社取締役、専務執行役員（事業統括

本部長）

平成21年６月 当社代表取締役社長、社長執行役員

（事業統括本部長）（現）

（注）3 28

取締役
専務執行役員

（管理本部長）
土谷　忠彦 昭和22年10月28日生

昭和45年４月 ㈱ダイエー入社

平成８年６月 当社取締役社長室長

平成９年９月 ㈱日本流通リース代表取締役社長

平成13年１月 ㈱ダイエー取締役IR広報室長

平成15年５月 同社常務取締役販売統括

平成17年６月 当社入社顧問

平成17年６月 当社取締役、専務執行役員（管理本部

長)（現）

（注）3 64

取締役

常務執行役員

（事業統括本部

副本部長）

長谷川　博之 昭和35年２月４日生

昭和57年４月 当社入社

平成13年６月 当社取締役

平成14年６月 当社関西統括兼神戸本店長

平成17年４月 当社常務取締役

平成17年６月 当社取締役、常務執行役員（現）

平成19年４月 当社事業統括本部副本部長兼関東統括

平成20年４月 当社事業統括本部副本部長（現）　

（注）3 20

取締役
常務執行役員

（東京支店長）
川口　雄二 昭和24年４月21日生

昭和47年４月 大成建設㈱入社

平成14年１月 同社住宅事業本部建築統括部工事部長

平成17年４月 同社建築本部リニューアル部長

平成18年６月 タイメック㈱常務執行役員

平成19年６月 当社取締役、常務執行役員（事業統括

本部副本部長）

平成20年４月 当社取締役、常務執行役員（東京支店

長）（現）

（注）3 41
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
（千株）

取締役 　 本山　洋平 昭和21年６月29日生

平成11年11月 リレコジャパン㈱入社

平成12年５月 ㈱マルハン入社 社長室長

平成14年１月 同社取締役社長室長

平成17年10月 同社常務取締役（現）

平成19年６月 当社取締役（現）

（注）3 －

監査役

（常勤）  木村　隆夫 昭和21年12月20日生

昭和44年４月 ㈱ダイエー入社

平成２年４月 ㈱福岡ダイエー・リアル・エステート

（現　㈱ホークスタウン）常務取締役

（管理担当）

平成３年４月 日本ドリーム観光㈱（現　㈱ダイ

エー）常務取締役（管理担当）

平成５年６月 ㈱ダイエー　ドリーム事業本部副本部

長

平成５年９月 当社入社　経営企画室副室長

平成６年４月 当社経営企画室長兼システム推進室長

平成６年10月 当社総務室長兼システム推進室長

平成12年４月 当社総務人事室副室長

平成15年９月 当社総務人事室長

平成16年４月 当社コンプライアンス・法務部長

平成20年11月 当社総務部担当部長（法務担当）

平成21年６月 当社監査役（現）

（注）4 －

監査役
 喜多　　悟 昭和12年３月８日生

昭和53年７月 等松・青木監査法人（現 監査法人

トーマツ）代表社員

平成５年６月 監査法人トーマツ常務代表社員

平成11年６月 同法人包括代表社員

平成14年６月 ㈱リクルート監査役

平成15年５月 ㈱ダイエー監査役

平成19年６月 当社監査役（現）

（注）5 －

監査役  西村　正明 昭和23年10月６日生

平成46年４月 ㈱ダイエー入社

平成６年８月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ

（現　㈱ローソン）取締役財務経理室

長

平成８年１月 ㈱ダイエー経営計画本部長

平成８年８月 ㈱マルエツシステム物流本部副本部長

平成13年１月 ㈱日本流通リース代表取締役社長

平成20年６月 当社監査役（現）

（注）6 －

監査役  青柳　正敏 昭和22年５月25日生

平成２年６月 ㈱ハウジング恒産入社

平成５年２月 ㈱マルハンコーポレーション

（現　㈱マルハン）入社

平成９年12月 同社常勤監査役（現）

平成17年６月 当社監査役（現）

（注）4 －

    計 　 153

　（注）１．取締役 本山洋平は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

２．監査役 喜多悟、西村正明及び青柳正敏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

３．取締役の任期は、平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．監査役の任期は、平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

７．当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、平成17年６月より執行役員制度を導入している。

　　執行役員は、13名で内４名は取締役と兼務している。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　　当社は、企業価値を高め永続的な発展を遂げるためには、社会から信頼されることが必要不可欠であると考えて

おります。そのために「経営責任の明確化」、「経営の透明性」、「コンプライアンス」の３つの項目をコーポ

レート・ガバナンス実行の基本の行動指針としております。

 １．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

 　(1) 会社の機関の内容

① 取締役会の専決事項や経営方針、経営戦略等経営上の重要な事項については、原則月１回開催される取締

役会にて審議・決定しており、必要があれば臨時の取締役会を開催し、迅速な意思決定を行っておりま

す。また、経営責任の明確化を図るため取締役の任期は、１年間としております。

② 取締役会へ付議する重要事項については、原則月１回開催される経営会議において事前に十分時間をか

け審議のうえ決定しております。

③ 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は４名（内常勤監査役１名）で構成されており、監査役会が

定めた監査方針、監査計画等に従い、取締役会、経営会議等重要な会議へ常時出席し、業務及び財産等の調

査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております。　

④ 取締役会の監督機能を強化し、経営執行と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定を図るため、平成17

年６月に執行役員制度を導入いたしました。 

⑤ 総務部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審査を通じ

て、法令違反等の未然防止並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。

⑥ 内部統制構築の法制化に伴い、体制構築を導入、推進するため、内部統制推進部を設置しております。公認

会計士と調整を図りながら内部統制構築に向けた基本計画の策定に着手するとともに、社内教育、研修会

を実施して従業員への啓蒙や意識改革に努めております。また、従来の内部監査部門を統合し、内部統制

システムと緊密に連携することで効率性を向上させております。

⑦ 内部監査部門は、期初に策定した内部監査計画に基づき、業務全般にわたる内部監査を実施し、監査結果

は内部監査報告書で直接代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては適宜業務改善指示を行

い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。

⑧ 複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経営

判断の重要な指針としております。

 　(2) 内部統制システムの整備の状況

    当社は、内部統制システムについて、７項目の基本方針を策定しております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・企業活動におけるコンプライアンス意識の向上とその重要性について取締役等を含め全従業員へ教

　育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成する。また、内部通報

  制度の導入等により、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図る。

　 ・当社は、市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これ

らに関係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないものとする。また、関係行政機関や諸団体等を通

じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への周知徹底を図

る。　

　 ・財務報告の信頼性を確保するため「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告に係る

　内部統制の整備、運用、評価を行う体制を整備する。　

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役及び監査役は、

これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

予測されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えるものとする。

また、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速な対応を実施し、

損失の拡大防止と最小限に止める体制を整えるものとする。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並び

に各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ＩＴシステムを活用した情報の共有化を図る

とともに業務効率を改善する。また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上

げる。

⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

独立性を保持しつつコンプライアンス及び業務分掌規則等に基づき厳格に管理するものとする。

 ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当

該使用人の取締役からの独立性に関する事項 　　

　　　監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うものとす

る。また、補助者の人事異動については監査役の意見を尊重し、人事評価については監査役が行うものと

する。

 ⑦ 取締役会及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに監査が

実効的に行われることを確保するための体制

 　　　　　　　取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項については監査役に速やかに報告するものとし、その他

業務執行状況や内部監査の実施状況等については、監査役の求めに応じて速やかに報告するものとする。

また、監査役は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要があれば社内の会議体に出席で

きるものとする。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は次のとおりであります。

(3) 内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査機能は、内部統制推進部（監査担当　１名）が会計、業務等に関する内部監査を定期的に実施し、

各部門に対し具体的な助言を行っております。

　監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する他、事業所の往査等を通じて経営状況を把握する等の業務監査

を実施しております。また、監査役会において相互に業務執行の状況について報告を行うとともに、内部監査部門

及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上

に努めております。
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(4) 会計監査の状況

　当社は、監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会

計監査を受け、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同

監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　当事業年度において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりでありま

す。

　業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員 梶浦　和人

指定社員 業務執行社員 後藤　紳太郎

指定社員 業務執行社員 秦　一二三

　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　５名　　　会計士補等　４名　　　その他　２名　　　

　

(5) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役である本山洋平氏（平成19年６月28日開催の定時株主総会決議をもって就任）は㈱マルハンの常務

取締役であります。また、社外監査役である青柳正敏氏は㈱マルハンの常勤監査役であります。

　同社は当社のその他の関係会社（議決権の被所有割合32.87％）かつ取引先でありますが、その取引は定型的な

ものであり、社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との関係において特別な利害関係はありません。

　その他の社外監査役と当社との関係においても特別な利害関係はありません。

２．リスク管理体制の整備の状況

　　当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも複雑・多様化しております。このような状況の中、当

社では、総務部（法務担当）を設置し、「法令遵守」及び「企業理念に沿った活動」を広く推進する体制作りを

しております。

３． 役員報酬の内容

　当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。

 
社内役員に支払った報酬

（百万円）
社外役員に支払った報酬

（百万円）
計（百万円）

役員に支払った報酬 183 6 189

　（注）１．上記の社内役員に支払った報酬には、以下のものが含まれております。

　  ストックオプションとしての新株予約権（報酬としての額）

　  平成19年６月28日開催の取締役会の決議によるもの　　    ４百万円

　  平成20年６月27日開催の取締役会の決議によるもの　　    ４百万円

  ２．上記の役員報酬には、平成20年６月27日付で退任した役員が含まれております。

  ３．役員報酬限度額は、平成20年６月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されております。但し、

この金額には使用人分の給与（賞与を含む）相当額は含まれないこととなっております。

取締役 年額 270百万円

監査役 年額  40百万円

４．平成18年６月29日開催の定時株主総会において、前項の報酬額とは別枠で、各事業年度にかかる定時

株主総会から１年以内に取締役に割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に

関する報酬等の額の上限を30百万円とする旨、決議されております。

４．取締役及び監査役の責任免除

　　当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたりその能力を十分発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定に

より、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

５．責任限定契約の内容の概要

  当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は３百万円又は

法令が定める最低限度額のいずれか高い額、社外監査役は３百万円又は法令が定める最低限度額のいずれか高い

額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった

職務の遂行について善意にして重大な過失がない場合に限られます。
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６．取締役の定数

  当社の取締役は、９名以内とする旨定款に定めております。

７．取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

　８．自己の株式の取得

　当社は、経営環境の変化に対応し機動的な経営を行うことを目的として、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

９．中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決

議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

10．株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

－ － 26 1

②【その他重要な報酬の内容】

 該当事項はありません。　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、内部統制構築に係るア

ドバイザリー業務を委託しております。　

④【監査報酬の決定方針】

 決定方針は特に定めておりませんが、当社の業種・規模及び監査計画日数等に基づき決定しております。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

31/78



第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）によ

り作成している。

　なお、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則及び建設業法施行規

則に基づき、当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則及び建設業法

施行規則に基づいて作成している。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日

まで）及び当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツによ

り監査を受けている。

３．連結財務諸表について

　当社は、子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,079 8,341

受取手形 ※1
 1,809 2,715

完成工事未収入金 ※1
 12,196 7,757

販売用不動産 162 50

未成工事支出金 8,099 7,189

前払費用 62 62

繰延税金資産 885 471

未収入金 138 163

その他 126 89

貸倒引当金 △266 △376

流動資産合計 28,294 26,462

固定資産

有形固定資産

建物 ※2
 3,458

※2
 3,458

減価償却累計額 △1,811 △1,902

建物（純額） 1,647 1,555

構築物 311 312

減価償却累計額 △241 △252

構築物（純額） 69 59

機械及び装置 28 28

減価償却累計額 △11 △14

機械及び装置（純額） 17 14

車両運搬具 8 8

減価償却累計額 △1 △2

車両運搬具（純額） 7 5

工具器具・備品 229 212

減価償却累計額 △137 △133

工具器具・備品（純額） 91 79

土地 ※2
 2,577

※2
 2,577

建設仮勘定 － 4

有形固定資産計 4,410 4,297
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

無形固定資産

ソフトウエア 30 23

その他 35 33

無形固定資産計 65 57

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 1,014

※2
 633

出資金 0 0

長期貸付金 3 3

破産更生債権等 282 2,025

長期前払費用 22 17

繰延税金資産 471 954

差入保証金 605 585

その他 163 150

貸倒引当金 △295 △1,923

投資その他の資産計 2,269 2,447

固定資産合計 6,745 6,801

資産合計 35,039 33,264
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 11,153 8,915

工事未払金 6,629 5,995

短期借入金 ※2, ※5
 1,302

※2, ※5
 4,621

1年内償還予定の社債 － 110

未払金 162 68

未払費用 214 217

未払法人税等 41 27

未払消費税等 80 194

未成工事受入金 4,459 3,579

預り金 46 44

完成工事補償引当金 109 141

工事損失引当金 216 55

役員賞与引当金 21 －

賞与引当金 327 323

その他 23 18

流動負債合計 24,786 24,311

固定負債

社債 － 440

長期借入金 ※2, ※5
 1,275 554

退職給付引当金 697 718

長期未払金 67 18

長期預り金 686 661

固定負債合計 2,726 2,392

負債合計 27,512 26,703
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,291 4,294

資本剰余金

資本準備金 176 179

資本剰余金合計 176 179

利益剰余金

利益準備金 25 50

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,707 1,890

利益剰余金合計 2,732 1,940

自己株式 △14 △15

株主資本合計 7,186 6,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 309 127

評価・換算差額等合計 309 127

新株予約権 30 33

純資産合計 7,527 6,560

負債純資産合計 35,039 33,264
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高

完成工事高 67,976 63,216

不動産事業売上高 998 877

売上高合計 68,975 64,093

売上原価

完成工事原価 64,142 59,630

不動産事業売上原価 ※6
 864

※6
 778

売上原価合計 65,007 60,409

売上総利益

完成工事総利益 3,834 3,585

不動産事業総利益 133 98

売上総利益合計 3,967 3,684

販売費及び一般管理費

役員報酬 212 189

従業員給料及び手当 761 771

退職金 0 1

退職給付費用 ※1
 38

※1
 37

賞与引当金繰入額 ※2
 74

※2
 67

役員賞与引当金繰入額 21 －

法定福利費 117 121

福利厚生費 17 12

修繕維持費 13 14

事務用品費 45 39

通信交通費 128 115

動力用水光熱費 4 3

広告宣伝費 6 1

貸倒引当金繰入額 32 273

貸倒損失 0 1

交際費 42 37

寄付金 0 1

地代家賃 92 99

減価償却費 22 29

租税公課 65 56

保険料 10 11

雑費 235 213

販売費及び一般管理費合計 1,944 2,099

営業利益 2,023 1,584
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業外収益

受取利息 6 5

有価証券利息 2 1

受取配当金 14 15

物品売却益 64 －

雑収入 17 14

営業外収益合計 106 37

営業外費用

支払利息 101 88

社債利息 － 1

手形売却損 28 16

支払手数料 12 19

雑支出 1 19

営業外費用合計 143 145

経常利益 1,986 1,475

特別利益

固定資産売却益 ※3
 1

※3
 0

投資有価証券売却益 － 40

抱合せ株式消滅差益 ※7
 127 －

貸倒引当金戻入額 18 －

特別利益合計 147 40

特別損失

固定資産売却損 ※4
 78 －

固定資産除却損 ※5
 1

※5
 3

投資有価証券評価損 43 296

貸倒引当金繰入額 － 1,537

和解金 － 250

販売用不動産評価損 305 －

訴訟関連損失 30 －

その他 8 20

特別損失合計 467 2,107

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,666 △591

法人税、住民税及び事業税 21 19

法人税等調整額 △250 △68

法人税等合計 △228 △49

当期純利益又は当期純損失（△） 1,895 △541
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【完成工事原価報告書】

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

Ⅰ 材料費  3,825 6.0 4,244 7.1

Ⅱ 労務費  6,966 10.9 5,888 9.9

  （うち労務外注費）  (6,966) (10.9) (5,888) (9.9)

Ⅲ 外注費  46,557 72.5 43,049 72.2

Ⅳ 経費  6,793 10.6 6,448 10.8

  （うち人件費）  (2,855) (4.5) (3,302) (5.5)

計  64,142 100 59,630 100

      

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算である。

【不動産事業売上原価報告書】

  
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

Ⅰ 不動産取得費  173 20.1 97 12.6

Ⅱ 人件費  29 3.4 29 3.8

Ⅲ 減価償却費  100 11.6 105 13.6

Ⅳ その他経費  561 64.9 545 70.0

計  864 100 778 100

      

　（注）　原価計算の方法は、個別原価計算である。
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,288 4,291

当期変動額

新株の発行 2 3

当期変動額合計 2 3

当期末残高 4,291 4,294

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 173 176

当期変動額

新株の発行 2 3

当期変動額合計 2 3

当期末残高 176 179

資本剰余金合計

前期末残高 173 176

当期変動額

新株の発行 2 3

当期変動額合計 2 3

当期末残高 176 179

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 － 25

当期変動額

利益準備金の積立 25 25

当期変動額合計 25 25

当期末残高 25 50

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,087 2,707

当期変動額

利益準備金の積立 △25 △25

剰余金の配当 △250 △250

当期純利益又は当期純損失（△） 1,895 △541

当期変動額合計 1,620 △817

当期末残高 2,707 1,890

利益剰余金合計

前期末残高 1,087 2,732

当期変動額

利益準備金の積立 － －

剰余金の配当 △250 △250

当期純利益又は当期純損失（△） 1,895 △541

当期変動額合計 1,645 △792

当期末残高 2,732 1,940
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

自己株式

前期末残高 △11 △14

当期変動額

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △14 △15

株主資本合計

前期末残高 5,538 7,186

当期変動額

新株の発行 5 6

剰余金の配当 △250 △250

当期純利益又は当期純損失（△） 1,895 △541

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 1,647 △787

当期末残高 7,186 6,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 912 309

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△602 △182

当期変動額合計 △602 △182

当期末残高 309 127

評価・換算差額等合計

前期末残高 912 309

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△602 △182

当期変動額合計 △602 △182

当期末残高 309 127

新株予約権

前期末残高 7 30

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23 3

当期変動額合計 23 3

当期末残高 30 33

純資産合計

前期末残高 6,458 7,527

当期変動額

新株の発行 5 6

剰余金の配当 △250 △250

当期純利益又は当期純損失（△） 1,895 △541

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △579 △178

当期変動額合計 1,068 △966

当期末残高 7,527 6,560
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,666 △591

減価償却費 125 135

貸倒引当金の増減額（△は減少） △114 1,738

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2 32

工事損失引当金の増減額（△は減少） 136 △161

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △21

賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 20

受取利息及び受取配当金 △23 △22

支払利息 101 90

投資有価証券売却損益（△は益） － △40

投資有価証券評価損益（△は益） － 296

和解金 － 250

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △127 －

固定資産売却損益（△は益） 77 △0

販売用不動産評価損 343 15

売上債権の増減額（△は増加） 3,442 1,791

販売用不動産の増減額（△は増加） 166 97

未成工事支出金の増減額（△は増加） △147 910

仕入債務の増減額（△は減少） △5,731 △2,871

未払消費税等の増減額（△は減少） 61 113

未成工事受入金の増減額（△は減少） △2,544 △880

その他 323 △132

小計 △2,241 767

利息及び配当金の受取額 23 23

利息の支払額 △102 △89

和解金の支払額 － △250

法人税等の支払額 △18 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,339 425

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120 －

有形固定資産の取得による支出 △70 △14

有形固定資産の売却による収入 226 0

無形固定資産の取得による支出 △17 △2

投資有価証券の取得による支出 △145 △107

投資有価証券の売却による収入 － 51

その他 192 25

投資活動によるキャッシュ・フロー 64 △47
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
　至　平成21年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100 3,072

社債の発行による収入 － 537

長期借入れによる収入 98 700

長期借入金の返済による支出 △1,273 △1,174

株式の発行による収入 5 0

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △248 △249

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,521 2,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,796 3,262

現金及び現金同等物の期首残高 8,840 5,079

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 35 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 5,079

※1
 8,341
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【重要な会計方針】

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評

価方法

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

　─────── 

　

 その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．デリバティブ等の評価基準

及び評価方法

デリバティブ

　時価法

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準及び

評価方法

販売用不動産

　個別法による原価法

　（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

販売用不動産

同左

 未成工事支出金

　個別法による原価法

（会計方針の変更）　

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

事業年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当事業年度よ

り同会計基準を適用している。

　これにより、営業利益及び経常利益が、

それぞれ38百万円減少し、税引前当期純

利益が209百万円減少している。

未成工事支出金

同左

　─────── 

４．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

　定額法によっている。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、各事業年度毎に一

括して３年間で均等償却を行っている。

有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっている。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。

　ただし、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、各事業年度毎に一

括して３年間で均等償却を行っている。
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前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　 （会計方針の変更）　

　法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　法律

第６号）及び（法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年３月30日　政令第

83号））に伴い、当事業年度より平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更している。

　これによる損益に与える影響額は軽微

である。

　

　─────── 

　 （追加情報）　

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、償

却可能限度額まで償却が終了した翌事業

年度から５年間で均等償却する方法に

よっている。

  これによる損益に与える影響額は軽微

である。

　─────── 

　 　 　
 無形固定資産

　定額法によっている。

　なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。

　また、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっている。

　なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。

　また、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっている。

　 　 　
 　───────  リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用している。　
なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日が
平成20年３月31日以前のリース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっている。

　 　 　
 長期前払費用

　定額法によっている。

　なお、耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によってい

る。

長期前払費用

同左

 ５．繰延資産の処理方法 ─────── 　 社債発行費

　支出時に全額費用として処理している。
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前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に

備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見積額を計上している。

 

貸倒引当金

同左

 完成工事補償引当金

　完成工事にかかる、瑕疵担保に要する費

用に備えるため、当事業年度の完成工事

高に対する将来の見積補償額を計上して

いる。

 

完成工事補償引当金

同左

 工事損失引当金 

　受注工事にかかる将来の損失に備える

ため、当事業年度末手持工事のうち損失

の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理

的に見積もることができる工事につい

て、損失見込額を計上している。

 

工事損失引当金 

同左

 役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に充てるため、当事業

年度における支給見込額を計上してい

る。

 

役員賞与引当金

同左

 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、支給

見込額を計上している。

 

賞与引当金

同左

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額に

基づき計上している。

　なお、会計基準変更時差異は、15年によ

る均等額を費用処理している。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理してい

る。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしている。

退職給付引当金

同左
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前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

７．完成工事高の計上基準 　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっているが、長期大型（工期１年以上、

かつ、請負金額５億円以上）の工事につ

いては、工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、14,071百万円である。

　完成工事高の計上は、工事完成基準に

よっているが、長期大型（工期１年以上、

かつ、請負金額５億円以上）の工事につ

いては、工事進行基準によっている。

　なお、工事進行基準によった完成工事高

は、15,744百万円である。

８．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

いる。

─────── 

９．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の

要件を満たしており、特例処理によっ

ている。

①ヘッジ会計の方法

同左　

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

　金利スワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段

同左

 　ヘッジ対象

　変動金利借入金

　ヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

　金利変動リスクを回避するため、金利

スワップを採用しており、投機的取引

は実施していない。

③ヘッジ方針

同左　

 ④ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略して

いる。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左　

10．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資か

らなる。

同左　

11．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

　消費税等に相当する額の会計処理は、税

抜方式を採用している。

消費税等に相当する額の会計処理

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっている。

　これによる損益に与える影響はない。

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１．このうち関係会社に対するものは次のとおりであ

る。 

受取手形及び完成工事未収入金 803百万円

─────── 

※２．下記の資産は、長期借入金709百万円及び短期借入

金（長期借入金よりの振替分を含む）918百万円の担

保に供している。

※２．下記の資産は、短期借入金1,701百万円の担保に供し

ている。

建物 1,136百万円

土地 1,622

投資有価証券 17

計 2,776

建物 1,068百万円

土地 1,622

投資有価証券 1

計 2,692

３．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

３．偶発債務

（1）分譲マンション手付金の前金保証に対する連

帯保証

  ㈱ジョイント・コーポレー

ション

44百万円

　計 44

（2）当社は、過去に施工した建築工事（平成２年

３月竣工、共同企業体構成員としての当社持分　工

事価格６億８百万円）の瑕疵を理由として、当該工

事の発注者から中央建設工事紛争審査会に仲裁の

申立てを受けている。なお、現時点では仲裁による

当社負担額を予測することはできない。

  ㈱タカラレーベン 51百万円

  その他 10

　計 61

（2）共同企業体として過去に施工した建築工事の

瑕疵に関する和解金のうち、当該共同企業体の他の

構成員の負担額に係る連帯債務　　　80百万円
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前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

４．受取手形割引高 2,342百万円 ４．受取手形割引高 877百万円

※５．（1）短期借入金492百万円及び長期借入金475百万

円については、以下の財務制限条項が付されてい

る。

①各事業年度の末日における貸借対照表の有利

子負債（受取手形割引高を含む。）の合計が当

該事業年度を含む過去３事業年度の損益計算

書の営業利益と減価償却費の平均を10倍した

金額を上回らないこと。

②直近事業年度における損益計算書の経常利益

が２期連続で損失とならないこと。

　　　（2）貸出コミットメント契約には以下の財務制限条

項が付されている。

①各事業年度の末日における貸借対照表の自己　

　　資本の合計金額を直前の事業年度の末日に

おける貸借対照表の自己資本の合計金額の

75％以上に維持すること。

②各事業年度における損益計算書の経常利益が

損失とならないこと。

※５．（1）短期借入金475百万円については、以下の財務

制限条項が付されている。

①各事業年度の末日における貸借対照表の有利

子負債（受取手形割引高を含む。）の合計が当

該事業年度を含む過去３事業年度の損益計算

書の営業利益と減価償却費の平均を10倍した

金額を上回らないこと。

②直近事業年度における損益計算書の経常利益

が２期連続で損失とならないこと。

 

　　　（2）貸出コミットメント契約には以下の財務制限条

項が付されている。

①各事業年度の末日における貸借対照表の自己　

　　資本の合計金額を直前の事業年度の末日に

おける貸借対照表の自己資本の合計金額の

75％以上に維持すること。

②各事業年度における損益計算書の経常利益が

損失とならないこと。

　 ６．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行２行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

2,800 百万円

 借入実行残高 ―  

 差引額 2,800  

 　　　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。

　 ６．貸出コミットメント契約

  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行５行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミッ

トメント契約を締結している。

　これら契約に基づく当事業年度末における当座貸越

契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高

等は次のとおりである。

 当座貸越極度額及び 
貸出コミットメントの総額

5,050 百万円

 借入実行残高 3,200  

 差引額 1,850  

 　　　なお、コミットメント契約については、財務制限条項

が付されている。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

49/78



（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．退職給付費用（165百万円）と販売費及び一般管理

費に記載の退職給付費用との差額は、完成工事原価、

未成工事支出金への配賦額である。

 ※２．賞与引当金繰入額（327百万円）と販売費及び一般

管理費に記載の賞与引当金繰入額との差額は、完成工

事原価、未成工事支出金への配賦額である。

※１．退職給付費用（173百万円）と販売費及び一般管理

費に記載の退職給付費用との差額は、完成工事原価、

未成工事支出金への配賦額である。

 ※２．賞与引当金繰入額（323百万円）と販売費及び一般

管理費に記載の賞与引当金繰入額との差額は、完成工

事原価、未成工事支出金への配賦額である。

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

工具器具・備品 0百万円

その他 0

　計 1

※３．固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。

工具器具・備品 0百万円

　計 0

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。

構築物 4百万円

車両運搬具 1

土地　 72

　計 78

─────── 

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。

工具器具・備品 0百万円

その他 0

　計 1

工具器具・備品 2百万円

その他 0

　計 3

※６．不動産事業売上原価には、次の販売用不動産評価損

が含まれている。

38百万円　

※６．不動産事業売上原価には、次の販売用不動産評価損

が含まれている。

15百万円　

※７．抱合せ株式消滅差益

　連結子会社であったダイヤ建装㈱を吸収合併したこ

とにより、当社がダイヤ建装㈱の合併時における適正

な帳簿価額で引継いだ資産及び負債と同社株式の帳

簿価額との差額を特別利益(127百万円)に計上してい

る。

─────── 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（千株）
当事業年度増加株式数

　（千株）
当事業年度減少株式数

　（千株）
当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）1 35,840 42 ― 35,882

合計 35,840 42 ― 35,882

自己株式     

普通株式　（注）2 61 10 ― 72

合計 61 10 ― 72

　（注）１．発行済株式総数（普通株式）の増加42千株は、新株予約権の行使による増加である。

２．自己株式の株式数（普通株式）の増加10千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権等に関する事項
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新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末

残高

（百万円）前事業年度末 当事業年度増加当事業年度減少 当事業年度末

 ストック・オプションとして

の新株予約権
－  －  －  －  － 30

合計 －  －  －  －  － 30

３．配当に関する事項

　　　　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

 １株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 250 7.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
 １株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 250 利益剰余金 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（千株）
当事業年度増加株式数

　（千株）
当事業年度減少株式数

　（千株）
当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）1 35,882 30 － 35,912

合計 35,882 30 － 35,912

自己株式     

普通株式　（注）2 72 9 － 82

合計 72 9 － 82

　（注）１．発行済株式総数（普通株式）の増加30千株は、新株予約権の行使による増加である。

２．自己株式の株式数（普通株式）の増加９千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末

残高

（百万円）前事業年度末 当事業年度増加当事業年度減少 当事業年度末

 ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － －　 －　 －　 33

合計 － －　 －　 －　 －　 33

３．配当に関する事項

　　　　（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

 １株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 250 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
 １株当たり
 配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 250 利益剰余金 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金預金勘定 5,079百万円

現金及び現金同等物 5,079

　２．当事業年度に合併したダイヤ建装㈱より引継いだ資

産及び負債の主な内訳は、次のとおりである。

流動資産 46百万円

固定資産 576

　　　資産合計 623

流動負債 0百万円

固定負債 118

　　　負債合計 119

現金預金勘定 8,341百万円

現金及び現金同等物 8,341

─────── 
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

工具器具・備品 83 32 51

その他 4 2 2

合計 88 35 53

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 16百万円

１年超 36

計 53

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

(3) 支払リース及び減価償却費相当額

支払リース料  18百万円

減価償却費相当額 18百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっている。

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略している。

　リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額相
当額

(百万円)

減価償却累
計額相当額

(百万円)

期末残高相
当額

(百万円)

工具器具・備品 71 36 35

その他 4 3 1

 合計 76 39 36

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 15百万円

１年超 21

計 36

　なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料  16百万円

減価償却費相当額 16百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっている。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の

記載は省略している。 
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成20年３月31日） 当事業年度（平成21年３月31日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

　　時価が貸借対照表計上額を超

えないもの
      

社債 100 99 △0 100 99 △1

合計 100 99 △0 100 99 △1

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成20年３月31日） 当事業年度（平成21年３月31日）

取得原価
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
      

株式 171 586 414 151 283 131

(2) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
      

株式 310 205 △104 181 177 △3

合計 482 791 309 332 460 127

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　（注）取得原価は減損処理後の金額を記載している。　

　

　（注）取得原価は減損処理後の金額を記載している。　

　　　 なお、当事業年度において減損処理を行い、「特別損

失」（投資有価証券評価損）246百万円を計上し

ている。

３．当事業年度中に売却したその他有価証券

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

売却額（百万円） － 51

売却益の合計額（百万円） － 40

売却損の合計額（百万円） － －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

内容

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

貸借対照表計上額（百万円） 貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

　非上場株式 45 45

　投資事業有限責任組合及びこれに

類する組合への出資
56 26

  社債 20 0
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内容

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

貸借対照表計上額（百万円） 貸借対照表計上額（百万円）

合計 122 72

５．その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前事業年度（平成20年３月31日） 当事業年度（平成21年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

債券         

社債 ― 120 ― ― ― 100 ― ―

 合計 ― 120 ― ― ― 100 ― ―
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1) 取引の内容

　当社は、金利スワップを利用している。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

　当社は、デリバティブ取引を金利変動リスクを回避す

るために実施することとし、投機目的での取引は行わな

い方針である。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は借入金利の将来の利率上昇

による変動リスクを回避する目的で利用している。な

お、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行ってい

る。

(3) 取引の利用目的

同左

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たして

おり、特例処理によっている。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

  金利スワップ

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

  変動金利借入金

ヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため、金利スワップを採用

しており、投機的取引は実施していない。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効

性の評価を省略している。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

  金利スワップについては、市場金利の変動によるリス

クを有している。また、デリバティブ取引の契約先は、信

用度の高い国内の銀行であるため、信用リスクは極めて

少ないと判断している。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスク管理体制

  当社におけるデリバティブ取引は、社内ルールによ

り、必要最小限の取引に限定している。なお、デリバティ

ブ取引の実行及び管理は財務経理部が行っている。

(5) 取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、

該当事項なし。

同左
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

  当社は、確定給付型の退職一時金制度及び確定拠出年金

制度を設けている。なお、従業員の退職等に際して、割増退

職金を支払う場合がある。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 △673百万円

未積立退職給付債務 △673

会計基準変更時差異の未処理額 155

未認識数理計算上の差異 △67

未認識過去勤務債務 △110

貸借対照表計上額純額 △697

退職給付引当金 △697

退職給付債務 △716百万円

未積立退職給付債務 △716

会計基準変更時差異の未処理額 132

未認識数理計算上の差異 △60

未認識過去勤務債務 △73

貸借対照表計上額純額 △718

退職給付引当金 △718

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 75百万円

利息費用 15

会計基準変更時差異の費用処理額 22

数理計算上の差異の費用処理額 △12

過去勤務債務の費用処理額 △36

小計 63

その他（注） 102

退職給付費用 165

割増退職金 5

合計 170

勤務費用 81百万円

利息費用 13

会計基準変更時差異の費用処理額 22

数理計算上の差異の費用処理額 △10

過去勤務債務の費用処理額 △36

小計 70

その他（注） 103

退職給付費用 173

割増退職金 8

合計 182

（注）確定拠出年金への掛金支払額である。 （注）確定拠出年金への掛金支払額である。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分

方法

 ポイント基準

割引率  2.0％

過去勤務債務の額の処理年

数

 10年（発生時の従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数による

定額法による。）

数理計算上の差異の処理年

数

 10年（各事業年度の発

生時における従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定

額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌

事業年度から費用処理

することとしてい

る。）

会計基準変更時差異の処理

年数

 15年

退職給付見込額の期間配分

方法

 同左

割引率  2.0％

過去勤務債務の額の処理年

数

 同左

数理計算上の差異の処理年

数

 同左

会計基準変更時差異の処理

年数

 同左
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（ストック・オプション等関係）

前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　　23百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　６名

当社の従業員　41名
当社の取締役　５名 当社の取締役　４名 当社の取締役　６名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）1

普通株式 224,000株 普通株式　60,000株 普通株式　50,000株 普通株式　70,000株

付与日 平成16年７月１日 平成17年６月30日 平成19年１月15日 平成19年７月17日

権利確定条件

 被付与者が権利行

使時においても当社

又は当社の関係会社

の取締役、監査役又

は、従業員たる地位に

あることを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間
平成18年７月１日～

　平成21年６月30日

平成17年６月30日～

　 平成37年６月29日

（注）2

平成19年２月１日～

　 平成39年１月15日

（注）2

平成20年６月25日～

　 平成39年６月28日

（注）2

　（注）１．株式数に換算して記載している。

 ２．被付与者が、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使ができる。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載している。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前事業年度末 ― ― 50,000 ―

付与 ― ― ― 70,000

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― 50,000 ―

未確定残 ― ― ― 70,000

権利確定後　　　（株）     

前事業年度末 150,000 60,000 ― ―

権利確定 ― ― 50,000 ―

権利行使 32,000 10,000 ― ―

失効 6,000 ― ― ―

未行使残 112,000 50,000 50,000 ―

②　単価情報

 
平成16年

ストック・オプション
 平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 175 1 1 1

行使時平均株価　（円） 283 231 ― ―

付与日における

公正な評価単価　（円）
― ― 336 267

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりである。

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成19年ストック・オプション

 株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　63.46％

 予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　　10.45年

 予想配当（注）３  　　　　　　　　　　 　　7.00円／株

 無リスク利子率（注）４  　　　　　　　　　　　　  　 1.94％

（注）１．10年５ヶ月間（平成９年２月から平成19年７月まで）の株価実績に基づき算定している。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積っている。

３．平成19年３月期の配当実績によっている。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ている。

当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名
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　販売費及び一般管理費　　　　９百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役　６名

当社の従業員　41名
当社の取締役　５名 当社の取締役　４名 当社の取締役　６名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）1

普通株式 224,000株 普通株式　60,000株 普通株式　50,000株 普通株式　70,000株

付与日 平成16年７月１日 平成17年６月30日 平成19年１月15日 平成19年７月17日

権利確定条件

 被付与者が権利行

使時においても当社

又は当社の関係会社

の取締役、監査役又

は、従業員たる地位に

あることを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間
平成18年７月１日～

　平成21年６月30日

平成17年６月30日～

　 平成37年６月29日

（注）2

平成19年２月１日～

　 平成39年１月15日

（注）3

平成20年６月25日～

　 平成39年６月28日

（注）3

 
平成20年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　５名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）1

普通株式  60,000株

付与日 平成20年７月14日

権利確定条件

 被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。　

対象勤務期間 定めなし

権利行使期間

平成21年６月25日～

　平成40年６月27日

（注）4

　（注）１．株式数に換算して記載している。

 ２．被付与者が、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使ができる。

 ３．平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社

の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した

日の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

 ４．被付与者が、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から１ヶ月に限り権利行使ができる。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載している。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年

ストック・オプション
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前事業年度末 ― ― ― 70,000

付与 ― ― ― ―

失効 ― ― ― ―

権利確定 ― ― ― 70,000

未確定残 ― ― ― ―

権利確定後　　　（株）     

前事業年度末 112,000 50,000 50,000 ―

権利確定 ― ― ― 70,000

権利行使 ― 10,000 10,000 10,000

失効 ― ― ― ―

未行使残 112,000 40,000 40,000 60,000

 
平成20年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）  

前事業年度末 ―

付与 60,000

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 60,000

権利確定後　　　（株）  

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

―未行使残 ―

②　単価情報

 
平成16年

ストック・オプション
 平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 175 1 1 1

行使時平均株価　（円） ― 164 164 164

付与日における

公正な評価単価　（円）
― ― 336 267
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平成20年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 1

行使時平均株価　（円） ―

付与日における

公正な評価単価　（円）
101

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

 当事業年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりである。

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成20年ストック・オプション

 株価変動性（注）１  　　　　　　　　　　　　　　60.31％

 予想残存期間（注）２  　　　　　　　　　　　　　　10.46年

 予想配当（注）３  　　　　　　　　　　 　　7.00円／株

 無リスク利子率（注）４  　　　　　　　　　　　　  　 1.63％

（注）１．10年５ヶ月間（平成10年２月から平成20年７月まで）の株価実績に基づき算定している。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積っている。

３．平成19年３月期及び平成20年３月期の配当実績によっている。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ている。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　

繰延税金資産   

投資有価証券評価損 535百万円

繰越欠損金 447 

販売用不動産評価損 411 

減損損失 405 

退職給付引当金 285 

賞与引当金 134 

貸倒引当金損金算入限度超過額 134 

その他 370 

繰延税金資産小計 2,723 

評価性引当額 △1,251 

繰延税金資産合計 1,472 
   

繰延税金負債   

土地評価益 △114 

繰延税金負債合計 △114 

繰延税金資産（負債）の純額 1,357 

繰延税金資産   

貸倒引当金損金算入限度超過額 693百万円

投資有価証券評価損 616 

減損損失 399 

繰越欠損金 341 

退職給付引当金 294 

販売用不動産評価損 174 

賞与引当金 132 

その他 267 

繰延税金資産小計 2,921 

評価性引当額 △1,380 

繰延税金資産合計 1,540 
   

繰延税金負債   

土地評価益 △114 

繰延税金負債合計 △114 

繰延税金資産（負債）の純額 1,425 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0 ％

（調整）   

永久に損金に算入されない項目 2.5 

永久に益金に算入されない項目 △3.1 

住民税均等割 1.3 

評価性引当額の増減 △55.5 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △13.7 

  税引前当期純損失のため記載を省略している。

（持分法損益等）

 前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

 該当事項なし。

 当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）

 該当事項なし。
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（企業結合等関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合

の法的形式、結合後企業の名称、並びに取引の目的を含

む取引の概要

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

①　結合企業

　名　　　称　㈱イチケン

　事業の内容　建設工事全般に関する事業

②　被結合企業

名　　　称　ダイヤ建装㈱

　事業の内容　不動産の賃貸に関する事業

（2）企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

　当社を存続会社、ダイヤ建装㈱を消滅会社とする吸収

合併（共通支配下の取引）、結合後企業の名称は㈱イ

チケンである。

　なお、合併による新株の発行、資本の増加及び合併交

付金の支払いは行っていない。

（3）取引の目的を含む取引の概要

　 グループ全体の経営資源の集中と経営の効率化を図

ることを目的として、平成19年10月１日を期日として、

ダイヤ建装㈱を合併した。

２．実施した会計処理の概要

　本合併は、共通支配下の取引に該当するため、当社は

ダイヤ建装㈱の資産及び負債を合併期日の前日に付

された適正な帳簿価額で引継いでいる。なお、同社か

ら受入れた資産と負債との差額と、当社が合併直前に

保有していた同社株式の帳簿価額の差額は、抱合せ株

式消滅差益127百万円として特別利益に計上してい

る。

　 ─────── 
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【関連当事者情報】

前事業年度（自 平成19年４月１日　至 平成20年３月31日）

親会社及び法人主要株主等 　

属性
会社等
の名称
（住所）

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

その他の
関係会社

㈱マルハン

(京都市上京区)
10,000

総合レ
ジャー
施設の
運営

被所有 32.90 2名
営業上
の取引

工事の
施工

6,470

受取手形

完成工事未収入金

未成工事受入金

155

648

0

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　工事の請負金額については、市場価格を勘案して見積提出し、価格交渉の上、決定している。

当事業年度（自 平成20年４月１日　至 平成21年３月31日）
（追加情報）
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び
「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用
している。
なお、これによる開示対象範囲の変更はない。

関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等
の名称
（所在地）

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等
の所有(被
所有)割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他の
関係会社

㈱マルハン

(京都市上京区)
10,000

総合レ
ジャー
施設の
運営

被所有 

直接 32.87％
営業上の取引

役員の兼任 2名　

工事の
施工

2,312

受取手形

完成工事未収入金

未成工事受入金

65

30

111

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

　　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　工事の請負金額については、市場価格を勘案して見積提出し、価格交渉の上、決定している。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 209.34円 182.16円

１株当たり当期純損益 52.97円 △15.12円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 52.67円   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、ストックオ

プション制度を採用しているが、１

株当たり当期純損失が計上されて

いるため記載していない。

　（注）　１株当たり当期純損益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純損益   

　当期純損益（百万円） 1,895 △541

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式に係る当期純損益（百万円） 1,895 △541

　普通株式の期中平均株式数（千株） 35,791 35,826

　   

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
  

　当期純利益調整額（百万円） － －

　普通株式増加数（千株） 42 30

　（うち新株予約権）（千株） (42) (30)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

─────── 　新株予約権５種類（新株予約権の

数312個）。これらの詳細は、「第４

　提出会社の状況１．株式等の状況

(2)新株予約権等の状況」に記載の

とおりである。

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　平成20年６月27日開催の定時株主総会において、会社法

第361条第１項及び定款の規定に基づき、平成20年６月27

日における一部の取締役に対して、株式報酬型ストックオ

プションを付与することを決議した。

　その内容は、「第４　提出会社の状況 １．株式等の状況

 (8)ストックオプション制度の内容⑤」に記載のとおりで

ある。

─────── 　
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券 その他有価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

住友不動産㈱ 150,000 162

㈱三井住友フィナンシャルグループ 45,807 156

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 215,100 102

富士機械工業㈱ 77,000 21

㈱みずほフィナンシャルグループ 113,850 21

㈱神戸国際会館 18,750 12

暁飯島工業㈱ 160,000 8

葵機械工業㈱ 75,000 6

上新電機㈱ 10,000 5

中央三井トラスト・ホールディングス㈱ 11,686 3

その他（11銘柄） 84,898 7

計 962,091 506

【債券】

投資有価証券

満期保有目的の
債券

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

㈱三井住友銀行　　円建て劣後社債 100 100

小計 100 100

 その他有価証券
社債（１銘柄） 20 0

小計 20 0

計 120 100

【その他】

投資有価証券 その他有価証券

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額

（百万円）

投資事業有限責任組合及びこれに

類する組合への出資（２銘柄）
2 26

計 2 26
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 3,458 0 0 3,458 1,902 91 1,555

構築物 311 0 － 312 252 10 59

機械及び装置 28 － － 28 14 2 14

車両運搬具 8 － － 8 2 1 5

工具器具・備品 229 9 25 212 133 18 79

土地 2,577 － － 2,577 － － 2,577

建設仮勘定 － 4 － 4 － － 4

有形固定資産計 6,614 14 26 6,602 2,305 124 4,297

無形固定資産        

ソフトウェア 77 2 － 80 56 9 23

その他（電話加入権） 25 － － 25 － － 25

その他（水道施設利用権） 24 － － 24 16 1 7

その他（電信電話専用権） 1 － 0 1 1 0 0

無形固定資産計 129 2 0 131 74 10 57

長期前払費用 91 6 57 40 22 10 17

【社債明細表】

銘柄 発行年月日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
利率（％） 担保 償還期限

第１回無担保社債
平成20年
12月25日

－
550

(110)
1.02 なし

平成25年
12月25日

合計 － － 550 － － －

　（注）１．（　）内書きは、１年以内の償還予定額である。

２．決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。

　
１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

　 110 110 110 110 110
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 128 3,200 1.609　 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,174 1,421 2.915　 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 1,275 554 2.461　
　 平成22年～

　 平成25年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

合計 2,578 5,175 － －

　（注）１．平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のと

おりである。

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金（百万円） 182 164 168 40

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 562 1,854 73 43 2,300

完成工事補償引当金 109 141 109 － 141

工事損失引当金 216 55 216 － 55

役員賞与引当金 21 － 21 － －

賞与引当金 327 323 327 － 323

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」の内訳は、下記のとおりである。

債権回収による取崩額  43百万円
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（２）【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部

(イ) 現金預金

区分 金額（百万円）

現金 7

預金  

当座預金 5,473

普通預金 2,855

その他 5

小計 8,334

計 8,341

(ロ) 受取手形

(ａ) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱創生 979

㈱新日本建物 481

新星和不動産㈱ 284

㈱コスモスイニシア 150

マックスバリュ西日本㈱ 146

その他 673

計 2,715

(ｂ) 決済月別内訳

決済月 金額（百万円）

平成21年４月 149

５月 473

６月 1,531

７月 428

８月 101

９月 15

10月以降 15

計 2,715

(ハ）完成工事未収入金

(ａ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

丹波市　 573

野村不動産㈱ 431

社会福祉法人博乃会　 386

セントラルスポーツ㈱　 339

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

70/78



相手先 金額（百万円）

新星和不動産㈱ 279

その他 5,747

計 7,757

(ｂ）滞留状況

計上期別 金額（百万円）

平成20年３月期以前計上額 388

平成21年３月期計上額 7,368

計 7,757

(ニ）販売用不動産

項目 金額（百万円）

土地 50

　このうち土地の地域別内訳は次のとおりである。

北海道地区 140,279㎡ 39百万円

近畿地区 14,812 8

四国地区 4,673 1

計 159,765 50

(ホ）未成工事支出金

期首残高（百万円） 当期支出額（百万円）
完成工事原価への振替額

（百万円）
期末残高（百万円）

8,099 58,720 59,630 7,189

　（注）　期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費  811百万円

労務費  957

外注費  4,343

経費  1,076

計  7,189

(へ）破産更生債権等

内訳 金額（百万円）

破産・更生・再生債権 1,554

貸倒懸念債権 470

計 2,025

(2）負債の部

(イ）支払手形

(ａ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ケーテック 341

㈱ヤマト　埼玉支店 289

阪急産業㈱　 275

㈱アイコー　 196
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相手先 金額（百万円）

㈱ダイナナ　 158

その他 7,653

計 8,915

(ｂ）決済月別内訳

決済月 金額（百万円）

平成21年４月 2,716

５月 2,250

６月 1,817

７月 2,130

計 8,915

(ロ）工事未払金

相手先 金額（百万円）

川村新鉄㈱ 257

㈱ヤマト　東京支店　 146

㈲ミズテック　 130

三和シャッター工業㈱　 124

八木鋼材㈱　 102

その他　 5,234

計 5,995

(ハ）未成工事受入金

期首残高（百万円） 当期受入額（百万円）
完成工事高への振替額

（百万円）
期末残高（百万円）

4,459 56,399 57,280 3,579
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報

　

第１四半期

(自平成20年４月１日

至平成20年６月30日)

第２四半期

(自平成20年７月１日

至平成20年９月30日)

第３四半期

(自平成20年10月１日

至平成20年12月31日)

第４四半期

(自平成21年１月１日

至平成21年３月31日)

売上高（百万円） 15,398 19,815 16,246 12,632

税引前四半期純損益

（百万円）
393 83 △780 △287

四半期純損益（百万円） 379 182 △897 △206

１株当たり四半期純損益

（円）
10.60 5.10 △25.04 △5.77
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都港区芝三丁目33番１号　

中央三井信託銀行株式会社

事務取扱場所
（特別口座）

東京都港区芝三丁目33番１号　

中央三井信託銀行株式会社　本店

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によ

ることができないときは、日本経済新聞に掲載する。

（公告掲載ＵＲＬ 　http://www.ichiken.co.jp）

株主に対する特典 該当事項なし

　（注）　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

１. 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

２. 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

３. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において提出した金融商品取引法第25条第１項各号に

掲げる書類は、次のとおりである。

 　　 (1) 有価証券報告書及びその添付書類

 事業年度（第82期）（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 　　　平成20年６月27日近畿財務局長に提出 

 　　 (2) 四半期報告書及び確認書
　　　（第83期第１四半期）（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）
　　　 平成20年８月13日関東財務局長に提出

　　　（第83期第２四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）
　　　 平成20年11月12日関東財務局長に提出

　　　（第83期第３四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）
　　　 平成21年２月13日関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書

　　　　　 平成20年12月４日関東財務局長に提出

 　　　　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債権取立不能又は取立遅延のおそれが生じる事象

          の発生）に基づく臨時報告書

　　　　　 平成21年２月12日関東財務局長に提出

 　　　　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（債権取立不能又は取立遅延のおそれが生じる事象

　　　　　の発生）に基づく臨時報告書
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項なし。
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独立監査人の監査報告書
　

 平成２０年６月２７日

株式会社イチケン  

 取締役会　御中    

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 梶浦　和人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 後藤　紳太郎

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 秦　一二三

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社イチケンの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第８２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イチ

ケンの平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

　１．「重要な会計方針」に記載されているとおり、会社は当事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用

しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。

　２．注記事項（貸借対照表関係）の偶発債務に記載されているとおり、会社は過去に施工した建築工事の瑕疵を理由と

して、当該工事の発注者から仲裁の申立てを受けている。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

 平成２１年６月２６日

株式会社イチケン  

 取締役会　御中    

 監査法人　トーマツ  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 梶浦　和人

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 後藤　紳太郎

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 秦　一二三

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社イチケンの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第８３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務
諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ
れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して
いる。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社イチ
ケンの平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イチケンの平成２１
年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告
書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、株式会社イチケンが平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報
告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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